
令和８年度

課題解決型

太陽光発電施設導入事業補助金
広島県では、自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係わる
『課題』を解決する先導的又は実証的な事業に対し、補助金を交付します。

補助対象者
法人格を有する団体
※ NPO、組合、学校法人、中堅・大企業等も含まれます。
※ 補助対象者は、県内において補助対象設備を所有する者になります。

補助対象設備
太陽光発電設備及び当該設備に付帯して設置する設備  
（設備例：太陽光パネル、架台、EV、PCS、V2H、EMSなど）

補助対象経費 本工事費、付帯工事費、設備費、調査費など

補助率 1/2以内

補助上限 最大800万円

事業期間
交付決定日から令和９年２月20日まで

※交付決定日は７月初旬を予定しています。

審査方法 県が設置する審査会において審査

お問い合せ

広島県環境県民局 環境政策課 ネットゼログループ
   TEL | 082-513-2913    E-mail | kankansei@pref.hiroshima.lg.jp

広島県 課題解決型補助金
ＨＰはこちら！

公募期間
令和８年３月27日（金）～令和８年６月５日（金）まで

対象事業の
主な要件

・自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題
解決を図るための先導的な又は実証的な事業であること。
                                                            （⇒詳しくは裏面参照）

・自家消費目的であること（FIT・FIP制度は対象外）。
・県内において、施設設置を伴う事業であること。

など

広島県



解決

未利用屋根の活用
（再エネ導入拡大）

曲面屋根におけるペロブスカイト太陽電池の導入

課題

従来型の太陽光パネルが
設置できない

⚫ 曲面屋根
⚫ 耐荷重不足
⚫ 架台設置が困難

次世代型太陽電池

新技術の実証・実装

軽量・柔軟な
ペロブスカイトなら導入可能

⚫ 軽量
⚫ 曲面対応
⚫ 施工が簡単

未利用地の導入促進
（再エネ導入拡大）

営農型太陽光発電を軸とした新たなビジネスモデルの実証

課題

耕作放棄地など
未利用地の活用が進まない

⚫ 農業収益だけでは利活用が進まない
⚫ 地域の過疎化

営農型太陽光のモデル実証

新たな導入モデル・活用手法の実証

解決

営農型太陽光の
導入モデルを実証

⚫ 農業＋再エネの両立
⚫ 農家収益の向上
⚫ 地域経済の循環

効率的な自家消費を実現
（設備投資回収年数の短縮）AI・EMSで設備間・複数拠点の連携を強化

課題

設備間または複数拠点の
連携・最適化が十分でない

AI/EMSによる統合制御

既存技術の高度化・最適化運用

解決

設備間の連携不足

複数拠点での連携不足

A工場 Ｂ工場

自家消費率・経済性の最適化が困難

エネルギーの最適配分

複数拠点の一元管理

A工場 Ｂ工場

⚫ 自家消費率の向上
⚫ 電気代の削減・経済性向上

設備間または複数拠点の
連携・最適化

「課題解決型」とは？

【解決策のポイント】
・提示した課題に対し、解決策が直接の因果関係を持つこと。
・一般化した手法の単純導入にとどまらず、技術・製品の新規性、組み合わせの独自性、
適用領域（場所・スキーム）の新規性を有するなど、独自性や先導性が認められること。

・一定の再現性及び横展開可能性を有し、他地域・他分野における取組の参考となるなど、
今後の社会実装や普及展開が期待できること。

本補助金では、自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題及びその解決策を

事業者自らで提示いただきます。 

想定事例①：次世代型太陽電池を活用した未利用屋根への導入拡大

想定事例②：営農型太陽光発電を軸とした新たなビジネスモデルの実証

想定事例③：AI・EMSを活用した設備間・複数拠点のエネルギー効率化

※事例は、上記に限定するものではありません。
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